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裁判所の判決を尊重し 
「一票の格差」を早急に是正するための要望 

 

国際婦人年連絡会は、男女平等参画社会の実現を目指して活動しております。 

  

 民主政治における参政権の行使は男女を問わず「平等」であるべきです。  

格差の是正について最高裁判所は、2009年の衆議院選挙、2010年の参議院選挙におい

て「一票の格差」は「違憲状態」であり、抜本的な制度改革が必要との判断を下しました。 

国会は、2012年 11月に衆議院の議員数を「０増５減」に改正しましたが、2012年 12

月の衆議院選挙には適用されませんでした。しかも、最大 2.43倍の「一票の格差」は是正

されていません。 

 法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループは選挙の無効を求め、「昨

年 12月の衆議院選挙は無効である」と、全国 16ヶ所の裁判所に訴えました。この裁判で、

3月 25日広島高裁、26日広島高裁岡山支部は「民主的政治のゆがみは重大で、もはや憲法

上許されない事態」と判断し、「違憲」であり「選挙無効」との判決を下し、国会の怠慢

に「司法の判断に対する甚だしい軽視である」ときびしく批判しています。 

また、3月２7日、仙台高裁松島支部の「違憲」判決によって、16件の高裁裁判はすべ

て終了しました。 

名古屋、福岡の高裁は「違憲状態」、上記の広島高裁および広島高裁岡山支部の「選挙

無効」、その他は「違憲」の判決です。 

 これらを受けて衆院選挙区画定審議会は、28日、「一票の格差を是正する区割り改定案」

を安倍首相に勧告しましたが、最大格差は 1.998倍であり、「格差是正」を求めた真意と

は程遠く、これでは改革とは言えません。 

  

各政党は党利党略の弥縫策に走らず、裁判所の「抜本的な制度改革が必要」との判断に

こたえられるように「一票の格差」を是正し、平等な選挙がおこなわれるよう強く要望い

たします。 

なお、私たちは多様な民意が反映される公正な選挙制度をめざし、比例代表制を中心に

する選挙制度に改定することを政府にも繰り返し要望してきましたことを申し添ええます。 

 

以上 


